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➡：米海軍空母艦載機部隊移駐等により改善（破線➡実線）
約４６０ｈａ→約０．５ｈａ推定

厚木飛行場周辺の第一種区域等の見直し

１

令 和 ７ 年 １ ２ 月
防 衛 省

厚木飛行場においては、平成１８年の第一種区域等の指定の後、米海軍空母艦載機部隊の岩国

への移駐の完了（平成３０年）等により、騒音状況が変化。

令和４年、関係自治体へ説明の上、第一種区域等を騒音の実態に即して見直すために必要な騒

音度調査を開始し、騒音状況を反映した騒音コンターを作成。

（騒音度調査は令和6年12月まで実施）

３．今後の動き２．調査結果（騒音コンター）等

関係自治体への説明を実施後、告示等を

行い、令和９年度秋頃、新たな第一種区域

等を指定（適用）予定。
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➡：米海軍空母艦載機部隊移駐等により改善（破線➡実線）
   約10,500ｈａ→約７００ｈａ推定

    （住宅防音工事対象世帯）
    約266,000世帯H18指定当時→約47,000世帯推定



○ Lden６２デシベル騒音コンターの範囲は、米海軍空母艦載機部隊移駐等の影響により、平成１８

年１月に告示した現行の第一種区域と比べて、南北が約３０kmから約９kmへ減少、東西が約６

kmから約２kmへ減少、面積は、約１０，５００haから約７００haへ縮小しています。

◆調査結果の概要①

■第一種区域（住宅防音工事対象区域）（Ｌｄｅｎ６２デシベル以上：WECPNL７５以上）
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Lden62デシベル騒音コンターと現行の第一種区域（イメージ）
➡：米海軍空母艦載機部隊移駐等により改善（破線➡実線）
   約10,500ｈａ→約７００ｈａ推定

    （住宅防音工事対象世帯）
    約266,000世帯H18指定当時→約47,000世帯推定

【対象区域面積及び世帯数】

・現行の第一種区域 ：約１０，５００ha 約266,000世帯※H18指定当時

（令和7年度待機世帯解消見込み）

・Ｌｄｅｎ６２デシベル騒音コンター：約 ７００ha ※推定 約 47,000世帯※推定



○ Lden７３デシベル騒音コンターの面積については、第一種区域と同様に米海軍空母艦載機部

隊移駐等の影響により、平成１８年１月に告示した現行の第二種区域と比べ、約460haから約

0.5haへ縮小しています。

【対象区域面積】

・現行の第二種区域 ：約460ha

・Ｌｄｅｎ７3デシベル騒音コンター：約 0.5ha ※推定

◆調査結果の概要②

■第二種区域（移転措置事業対象区域）（Ｌｄｅｎ７３デシベル以上：WECPNL９０以上）
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➡：米海軍空母艦載機部隊移駐等により改善（破線➡実線）
約４６０ｈａ→約０．５ｈａ推定

■第三種区域（緑地帯整備対象区域）（Ｌｄｅｎ７6デシベル以上：WECPNL９5以上）

○ Lden７6デシベル騒音コンターについては、すべて基地内に包含されています。

・現行の第三種区域 ：約１１３ha

・Ｌｄｅｎ７６デシベル騒音コンター：基地内に包含

Lden73デシベル騒音コンターと現行の第二種区域及び第三種区域（イメージ）



◆第一種区域等の見直しにおける取組①

４

■指定再告示方式
○ 住宅防音工事は、環境整備法第４条の規定に基づき、第一種区域の指定（告示）の際、現に所在
する住宅を対象に実施しています。（移転措置事業も同様）

○ 今般の第一種区域等の見直しに当たっては、現行の第一種区域等をすべて解除（廃止）し、新た
な第一種区域等を指定する「指定再告示方式」を採用します。

○ 指定再告示方式により、新たな区域内に所在し、新たな告示の適用日までに建設された住宅の
すべてが住宅防音工事の対象となります。（移転措置事業も同様）

○ なお、今般の区域見直しに併せて、旧法（旧防衛施設周辺の整備等に関する法律）により指定さ
れた、いわゆる「みなし区域」についても解除（廃止）します。（移転措置事業のみ）

■経過措置
○ 現行の第一種区域等の解除(廃止)に当たっては、経過措置として、一定の期間（約１年6か月）

の周知期間を設けて、現在、補助対象となっている住宅に対する防音工事の希望届を受け付け
ます。（移転措置事業も同様）

○ この期間中に希望届を受け付けた住宅については、現行の第一種区域が解除（廃止）された後
も現行の工事内容で防音工事を実施します。（移転措置事業も同様）

■外郭防音工事
○ 現在、厚木飛行場周辺においては、騒音の著しい８５Ｗ以上の区域において、外郭防音工事（居
住人数に関わらず、住宅の家屋全体を対象に防音工事を行う工事）を実施しているところです。

○ 今般の第一種区域の見直し後においては、新たな区域内に所在し、新たな告示の適用日までに
建設された住宅のすべてに対して、外郭防音工事（新工法）で実施します。



■放送受信事業の助成対象区域見直し

○ 放送受信事業は、厚木飛行場周辺の助成対象区域において、NHK放送の受信契約者に対し、放
送受信料の半額相当を補助する事業です。

○ 今般の第一種区域等の見直しに合わせて、現行の助成対象区域をすべて解除（廃止）し、新たな
第一種区域と同じ区域に見直すこととしています。

○ 放送受信事業については、新たな区域内に所在し、新たな告示の適用日において、住居に設置
した受信機に係る放送受信契約を締結している者が対象（※）となります。
※ 新たな区域の適用日以降に新たな区域に転入された放送受信契約者、また、新たな区域に所在し、過去に住宅防音工事を実施した住居

に設置した受信機に係る放送受信契約者については、対象外となります。

○ 現行の助成対象区域の解除（廃止）に当たっては、経過措置として、住宅防音工事と同様に一定
の周知期間（約１年6か月）を設けて、その間は、現行の助成対象区域による補助を継続します。

◆第一種区域等の見直しにおける取組②
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